
広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―１―

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定� 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の廃止� 18

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の変更　�

２件� 18

〇広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計

画）下水道事業受益者負担に関する条例施

行規則による下水道事業受益者申告書の提�

出期限� 18

〇会計管理者の事務の一部委任� 18

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更　２件� 18

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する

機関の指定の更新　２件� 20

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の廃止� 20

〇広島市市営住宅等条例による市営住宅の家�

賃の変更� 20

〇開発行為に関する工事の完了　２件� 20

〇瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施

設の設置許可の申請� 21

〇広島市国民健康保険条例による令和２年度

の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の�

決定� 21

〇広島市国民健康保険条例による令和２年度

の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率の決定� 21

〇広島市国民健康保険条例による令和２年度

の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付

金賦課額の保険料率の決定� 21

　　　　　条　　　　　例

〇広島市国民健康保険条例の一部を改正する

条例（第３２号）� 3

〇市長等の給与の特例に関する条例の一部を

改正する条例（第３３号）� 4

〇市議会議員の議員報酬の特例に関する条例�

（第３４号）� 4

　　　　　規　　　　　則

〇議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則（第４０号）� 4

〇広島市国民健康保険規則の一部を改正する

規則（第４１号）� 5

〇広島市市営住宅等条例の一部を改正する条

例の施行期日を定める規則（第４２号）� 5

〇消防局長に対する事務委任に関する規則の

一部を改正する規則（第４３号）� 5

〇広島市火薬類取締法，高圧ガス保安法及び

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律施行細則の一部を改正する

規則（第４４号）� 6

〇広島市中央卸売市場業務条例施行規則（第�

４５号）� 6

〇広島市会計規則の一部を改正する規則（第�

４６号）� 16

　　　　　告　　　　　示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者の指定� 16

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者�

の指定� 16

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者の指定� 16

〇介護保険法による指定事業者の指定� 17

〇介護保険法による指定地域密着型サービス

事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定� 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 17

広 島 市 報広 島 市 報
定期第１０８１号
令和２年６月３０日

発 行 所

広島市役所
（企画総務局法務課）

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

目 次



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―２―

〇道路の区域変更（東区）� 28

〇道路の供用開始（東区）� 28

〇放置自転車の撤去（東区）４件� 28

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（東区）� 28

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（東�

区）� 28

〇放置自転車等の撤去（南区）　４件� 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 29

〇放置自転車等の撤去（南区）� 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 29

〇放置自転車等の撤去（南区）　４件� 29

〇仁保柞木町内会の告示事項の変更（南区）� 30

〇放置自転車等の撤去（南区）� 30

〇道路の区域変更（西区）� 30

〇道路の供用開始（西区）� 30

〇建築基準法による道路の位置の変更（安佐�

南区）� 30

〇すみれが丘自治会の告示事項の変更（安佐�

南区）� 30

〇イトーピア長楽寺町内会の告示事項の変更�

（安佐南区）� 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐南区）� 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃

止（安佐南区）� 31

〇市街化区域内の里道の廃止（安佐南区）� 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 31

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 31

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 32

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃

止（安佐北区）� 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 32

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 32

〇道路の区域変更（安芸区）� 32

〇道路の供用開始（安芸区）� 32

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 33

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

芸区）� 33

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 33

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

芸区）� 33

〇広島市国民健康保険条例に規定する令和２

年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減

額すべき額の決定� 22

〇広島市国民健康保険条例に規定する令和２

年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金

等賦課額から減額すべき額の決定� 22

〇広島市国民健康保険条例に規定する令和２

年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額

から減額すべき額の決定� 22

〇自転車等の所有権の取得� 23

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律による

産業廃棄物処理施設変更許可申請書及び生

活環境影響調査書の縦覧� 23

〇公共下水道の供用開始� 23

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場の

下水の処理開始� 24

〇農業集落排水処理施設の供用開始� 24

〇令和２年第３回広島市議会臨時会の招集� 24

〇広島市区民文化センター条例及び広島市立

中央図書館条例による広島市西区民文化セ

ンター及び広島市立西区図書館の合築施設�

の呼称の決定� 24

〇広島市バスターミナル条例による広島市中

筋バスターミナル及び広島市大町バスター

ミナルの呼称の決定� 24

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 24

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及

び指定介護予防サービス事業の廃止� 25

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の�

廃止� 25

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の�

廃止� 25

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更� 25

〇放置自転車等の撤去（中区）� 26

〇長期間駐車されていた自転車の移動（中区）� 26

〇放置自転車等の撤去（中区）　３件� 26

〇長期間駐車されていた自転車の移動（中区）� 26

〇放置自転車等の撤去（中区）� 26

〇長期間駐車されていた自転車の移動（中区）� 26

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 27

〇長期間駐車されていた自転車の移動（中区）� 27

〇放置自転車等の撤去（中区）　４件� 27

〇長期間駐車されていた自転車の移動（中区）� 27

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 27



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―３―

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 33

〇道路の区域変更（安芸区）� 33

〇道路の供用開始（安芸区）� 33

〇矢野南五丁目町内会の告示事項の変更（安�

芸区）� 34

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 34

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 34

〇都市公園の設置（佐伯区）� 34

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 34

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 35

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 35

〇道路の区域変更（佐伯区）� 35

〇道路の供用開始（佐伯区）� 35

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 35

〇道路の区域変更（佐伯区）� 35

〇道路の供用開始（佐伯区）� 36

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 36

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 36

　　　　　区　　告　　示

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（東区）� 36

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（東区）� 37

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（南区）� 37

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（南区）� 38

　　　　　区 選 管 告 示

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（中区）� 38

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（中�

区）� 38

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（安芸区）� 39

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（安�

芸区）� 39

　　　　　教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催　２�

件� 39

広島市長　　松　井　一　實

条 例



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―４―

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

規 則



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―５―

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―６―

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―７―



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―８―



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―９―



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―１０―



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―１１―



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―１２―



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―１３―



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―１４―



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―１５―



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―１６―

広島市告示第２３８号

令和２年５月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

指定年月日　令和２年５月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ファ
イネス

訪問看護ステ
ーションファ
イネス

広島市佐伯区
楽々園三丁目
２番１８号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３９号

令和２年５月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

指定年月日　令和２年５月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地
株式会社トラ
スティサポー
ト

サポートセン
ターとらいあ
んぐる

広島市安佐北
区口田南八丁
目４３番２号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４０号

令和２年５月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

指定年月日　令和２年５月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＩＬ
Ｃ

Ｉ．Ｌ．Ｃひ
ろしま

広島市中区東
平塚町３番１
０号

訪問介護

一般社団法人
パプリカ

訪問介護事業
所パプリカ

広島市西区観
音新町一丁目
３番２６－２ 訪問介護

広島市長　　松　井　一　實

告 示
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広島市告示第２４３号

令和２年５月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
大成呼吸器ク
リニック

広島市中区八丁
堀１４－１

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

コスモス薬局�
　白島南店

広島市中区西白
島町１６－１６�
　１階

令和２年５月
１日

令和８年４月
３０日

古江クリニッ
ク

広島市東区戸坂
中町６－８

令和２年３月
２６日

令和８年３月
２５日

広島駅内科・
こどもクリニ
ック

広島市南区松原
町１－２　ｅｋ
ｉｅ２階

令和２年３月
２３日

令和８年３月
２２日

広島駅ビル歯
科医院

広島市南区松原
町１－２　ｅｋ
ｉｅ２階

令和２年３月
２３日

令和８年３月
２２日

９すめっと訪
問看護ステー
ション

広島市南区青崎
二丁目５－１１

令和元年７月
１日

令和７年６月
３０日

草津眼科クリ
ニック

広島市西区草津
東二丁目１６－
８

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

岩本皮ふ科ア
レルギー科

広島市西区井口
明神一丁目９－
２

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

クオッカ眼科
クリニック

広島市安佐南区
伴南一丁目５－
１８－８－２０
１

令和２年５月
１日

令和８年４月
３０日

原田リハビリ
整形外科

広島市安佐南区
東野二丁目２１
－２０

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

まえだ内科ク
リニック

広島市安佐南区
山本一丁目９－
２６クリニック
モール祇園２F

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

つむぎ歯科
広島市安佐南区
相田一丁目９－
１９

令和２年５月
１日

令和８年４月
３０日

パール薬局　
相田店

広島市安佐南区
相田二丁目５－
１８－２０１

令和２年５月
１日

令和８年４月
３０日

向井内科・脳
神経内科

広島市安芸区矢
野西一丁目２８
－２３

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４４号

令和２年５月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

０４
株式会社トラ
スティサポー
ト

サポートセン
ターとらいあ
んぐる

広島市安佐北
区口田南八丁
目４３番２号

訪問介護

株式会社エル
ピス

訪問看護ステ
ーションきぼ
う

広島市安佐南
区長束二丁目
９番４号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４１号

令和２年５月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

指定年月日　令和２年５月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

一般社団法人
パプリカ

訪問介護事業
所パプリカ

広島市西区観
音新町一丁目
３番２６－２
０４号

訪問介護サービ
ス

株式会社トラ
スティサポー
ト

サポートセン
ターとらいあ
んぐる

広島市安佐北
区口田南八丁
目４３番２号

訪問介護サービ
ス，生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社フル
ケア

レコードブッ
ク広島住吉町

広島市中区住
吉町８番１６
号ＭＴビル１
階１号室

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４２号

令和２年５月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので，同法第７８条の１１第１号及び第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

指定年月日　令和２年５月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社フル
ケア

レコードブッ
ク広島住吉町

広島市中区住
吉町８番１６
号ＭＴビル１
階１号室

地域密着型通所
介護

株式会社ＳＯ
Ｃサポート

グループホー
ムシェアーハ
ッピネス

広島市安佐南
区伴中央二丁
目８番１０号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―１８―

第４条第１項の規定に基づき，下水道事業受益者申告書の提出期

限は，令和２年６月１２日とします。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４９号

令和２年５月１２日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた出納員

健康福祉局地域福祉課

課長　間所　英二

２　委任した事務

⑴　平成２６年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑵　平成２７年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑶　年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の誤支給

に伴う返還金の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５０号

令和２年５月１２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フジグラン緑井

⑵　所在地　広島市安佐南区緑井一丁目１番

２　大規模小売店舗を設置する者

緑井まちづくり株式会社

代表取締役　吉本　泰徳

広島市安佐南区緑井一丁目５番１－３０８号

ほか４法人，１８名

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）氏　名　　原田　朋弘

　　　　　住　所　　�東京都豊島区高田二丁目１６番１３号

シティテラス目白Ａ５０１

（変更後）氏　名　　原田　朋弘

　　　　　住　所　　�北海道札幌市中央区宮の森４条２丁目

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４５号

令和２年５月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

以下　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４６号

令和２年５月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

以下　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４７号

令和２年５月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

以下　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４８号

令和２年５月１１日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例施行規則（昭和５５年広島市規則第３１号）



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―１９―

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

令和２年５月１２日から同年９月１２日まで。ただし，日曜

日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び同年８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年９月１２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５１号

令和２年５月１２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称　ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

所在地　広島市佐伯区石内東四丁目５００番１２ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長　岩村　康次

千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）イオンモール株式会社

　　　　　代表取締役　　吉田　昭夫

　　　　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

（変更後）イオンモール株式会社

　　　　　代表取締役社長　　岩村　康次

　　　　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

４　変更年月日

令和２年３月１日

５　届出年月日

１番１－５０１号

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

氏名�
（名称） 代表者 住所 変更年月日・

理由

株式会社フ
ジ

代表取締役
　尾崎　英雄

愛媛県松山
市宮西一丁
目２番１号

株式会社笹
岡

代表取締役
　笹岡　繁

広島市安佐
南区緑井一
丁目５番２
号

株式会社エ
スマイル

代表取締役
　金子　昌司
代表取締役
　中村　勝洋

広島市西区
商工センタ
ー六丁目１
番１１号

（変更１）

氏名�
（名称） 代表者 住所 変更年月日・

理由

株式会社フ
ジ

代表取締役
　尾崎　英雄

愛媛県松山
市宮西一丁
目２番１号

株式会社笹
岡

代表取締役
　笹岡　繁

広島市安佐
南区緑井一
丁目５番２
号

株式会社エ
スマイル

代表取締役
　中村　勝洋

広島市西区
商工センタ
ー六丁目１
番１１号

平成２８年４
月２５日
金子代表取締
役死亡のため

（変更２）

氏名�
（名称） 代表者 住所 変更年月日・

理由

株式会社フ
ジ

代表取締役
　尾崎　英雄

愛媛県松山
市宮西一丁
目２番１号

株式会社笹
岡

代表取締役
　笹岡　繁

広島市安佐
南区緑井一
丁目５番２
号

株式会社エ
スマイル

代表取締役
　川本　洋征

広島市西区
商工センタ
ー六丁目１
番１１号

平成３１年４
月１日
代表者の新た
なる就任の為

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

令和元年７月２３日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

上記３⑵のとおり

５　届出年月日

令和２年５月１日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―２０―

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５４号

令和２年５月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５５号

令和２年５月１４日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり。

２　変更期間

令和２年５月１５日から令和３年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５６号

令和２年５月１５日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区観音新町四丁目の２８７４番１の一部，２８７４

番３０の一部，２８７４番５８の一部，２８７４番７２の一

部，２８７４番７９の一部，２８７４番８８の一部，２８７

４番１１２の一部，２８７４番１１３の一部，２８７４番１

１４の一部，２８７４番１１７の一部，２８７４番１１８の

一部，２８７４番１４９の一部，２８７４番１５０の一部，

２８７４番１５１の一部，２８７４番１５２の一部，２８７

４番１５３の一部，２８７４番１５５の一部，２８７４番１

６５，２８７４番１６６，２８７４番１６７，２８７４番１

６８及び２８７４番１６９

２　開発面積

９７，９４１．５０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区草津新町二丁目２１番６９－１１号

令和２年５月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年５月１２日から同年９月１２日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び同年８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年９月１２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５２号

令和２年５月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５３号

令和２年５月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―２１―

別紙１のとおり

⑵　汚水等の処理の方法

別紙２のとおり

⑶　排出水の汚染状態及び量

別紙３のとおり

別紙１，別紙２及び別紙３　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５９号

令和２年５月１９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条第１項の規定に基づき，令和２年度

の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しまし

たので，同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割� １００分の７．５１

２　被保険者均等割� ２５，３９９円

３　世帯別平等割

条例第１０条第１項第３号アに掲げる額� ２６，８３７円

条例第１０条第１項第３号イに掲げる額� １３，４１９円

条例第１０条第１項第３号ウに掲げる額� ２０，１２８円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６０号

令和２年５月１９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の６の５第１項の規定に基づき，令

和２年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

を次のとおり決定しましたので，同条第３項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割� １００分の２．４７

２　被保険者均等割� ８，２３２円

３　世帯別平等割

条例第１０条の６の５第１項第３号アに掲げる額

� ８，６９９円

条例第１０条の６の５第１項第３号イに掲げる額

� ４，３５０円

条例第１０条の６の５第１項第３号ウに掲げる額

� ６，５２５円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６１号

令和２年５月１９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の１０第１項の規定に基づき，令和

２年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険

料率を次のとおり決定しましたので，同条第３項の規定により告

示します。

大和ハウス工業株式会社　広島支社

支配人　向井　和也

４　検査済証交付年月日

令和２年５月１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５７号

令和２年５月１５日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市中区江波南二丁目の１４６８番１０３及び１４６８番

１１４

２　開発面積

２，０８４．３１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

福山市南蔵王町六丁目１２番２２号

ワウハウス株式会社

代表取締役　中島　美彦

４　検査済証交付年月日

令和２年５月１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５８号

令和２年５月１９日

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項の規定による特定施設の設置許可の申請があったの

で，同法第５条第４項の規定により，その概要を告示します。

　なお，当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響につい

ての調査結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面は，

令和２年５月１９日から令和２年６月８日までの間，広島市環境

局環境保全課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　申請者等

⑴　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所　　広島市中区小町１－２５

申請者の名称　　株式会社大林組広島支店

代表者の氏名　　常務執行役員支店長　秀高　誠

⑵　工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地　広島市安芸区上瀬野町地先

事業場の名称　　安芸バイパス久井原トンネル工事

２　申請内容

　安芸バイパス久井原トンネル工事のため，水質汚濁防止法施

行令（昭和４６年政令第１８号）別表第１の第５５号生コンク

リート製造業の用に供するバッチャープラント及び排水処理施

設（濁水処理設備）をそれぞれ１基新設する。

⑴　特定施設の種類，能力及び使用の方法



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―２２―

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額� ５，７６３円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額� ６，０９０円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額� ３，０４５円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額� ４，５６８円

３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額� ４，１１６円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額� ４，３５０円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額� ２，１７５円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額� ３，２６３円

５　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額� １，６４７円

６　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額� １，７４０円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額� ８７０円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額� １，３０５円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６４号

令和２年５月１９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第４項において準用する同条第１項

に規定する令和２年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から

減額すべき額を次のとおり決定しましたので，条例第１４条第４

項において準用する同条第２項において準用する条例第１０条の

１０第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額� ６，１５８円

２　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額� ４，７４０円

３　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額� ４，３９８円

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割　　　　　　１００分の２．１６

２　被保険者均等割　　　　　８，７９６円

３　世帯別平等割　　　　　　６，７７１円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６２号

令和２年５月１９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第１項に規定する令和２年度の国民

健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので，同条第２項において準用する条例第１０条第３項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第１項第１号アに掲げる額

� １７，７８０円

２　条例第１４条第１項第１号イに掲げる額

条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

� １８，７８６円

条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

� ９，３９４円

条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

� １４，０９０円

３　条例第１４条第１項第２号アに掲げる額� １２，７００円

４　条例第１４条第１項第２号イに掲げる額

条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

� １３，４１９円

条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

� ６，７１０円

条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

� １０，０６４円

５　条例第１４条第１項第３号アに掲げる額� ５，０８０円

６　条例第１４条第１項第３号イに掲げる額

条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

� ５，３６８円

条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

� ２，６８４円

条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

� ４，０２６円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６３号

令和２年５月１９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第３項において準用する同条第１項

に規定する令和２年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦

課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので，条例第１

４条第３項において準用する同条第２項において準用する条例第

１０条の６の５第３項の規定により告示します。
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令和元年５月２７日

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市役所４階　環境局業務部産業廃棄物指導課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北区役所２階　安佐北区市民部区政調整課

⑶　広島市安佐北区白木町大字志路字加計２７７番１

株式会社クリショー　白木事業部

３　縦覧の期間及び時間

　令和２年５月２０日から令和２年６月１９日（ただし，広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

までの，それぞれ午前８時３０分から午後５時１５分まで

４　意見書の提出

　この産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者

は，生活環境の保全上の見地からの意見書を次のとおり提出す

ることができます。

⑴　提出期限

令和２年７月３日

⑵　提出先

　広島市長（提出窓口：広島市環境局業務部産業廃棄物指導

課）

⑶　記載すべき事項（全て日本語で記載してください。）

ア　提出者の氏名及び住所

イ　対象事業の名称（上記１⑴から⑶までの事項）

ウ　生活環境保全上の見地からの意見

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６７号

令和２年５月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和２年５月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名
汚水及び�
雨水を排除 佐伯区 三筋二丁目の一部

分流汚水を排除

東区 中山東三丁目の一部

安佐南区 八木三丁目，安東二丁目及
び祇園八丁目の各一部

４　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額� ３，３８６円

５　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額� １，７６０円

６　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額� １，３５５円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６５号

令和２年５月１９日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６６号

令和２年５月２０日

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）第１５条の２の６第１項の規定による産業廃棄物処理施設の

変更許可申請があったので，同条第２項で準用する同法第１５条

第４項の規定により産業廃棄物処理施設変更許可申請書及び生活

環境影響調査書を次のとおり縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　申請内容

⑴　申請者

広島市西区南観音七丁目１４番２０号

株式会社クリショー　代表取締役　小島　隆司

⑵　産業廃棄物処理施設の設置の場所

広島市安佐北区白木町字志路字鎌手４００６番地外２９７

筆

⑶　産業廃棄物処理施設の種類

最終処分場（安定型）

⑷　産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

　廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず・

コンクリートくず（工作物の新築，改築又は除去に伴って

生じたものを除く。）及び陶磁器くず，がれき類（これら

のうち石綿含有産業廃棄物を含み，自動車等破砕物，廃プ

リント配線板，廃容器包装，鉛蓄電池の電極，鉛製の管又

は板，廃ブラウン管，廃石膏ボード及び特別管理産業廃棄

物であるものを除く。）

⑸　変更の内容

変更前 変更後
事業面積 277,744㎡ 事業面積 289,845㎡
埋立面積 157,286㎡ 埋立面積 184,793㎡
埋立容量 3,948,728㎥ 埋立容量 5,582,768㎥

⑹　申請年月日
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広島市長　　松　井　一　實

１　招集日　　　令和２年５月２７日

２　招集場所　　広島市役所

３　付議事件

⑴　令和２年度広島市一般会計補正予算（第２号）

⑵　市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について

⑶　専決処分の報告について

ア　道路の管理瑕
か

疵
し

等による損害賠償額の決定

イ　工事請負変更契約の締結

ウ�　高額所得者として市営住宅の明渡義務を負う者に対する

家屋明渡等の訴えの提起

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広 島 市 告 示 第 ２ ７ ２ 号

広島市教育委員会告示第１３号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日

　広島市区民文化センター条例（昭和５８年広島市条例第５号）

第１７条第１項及び広島市立中央図書館条例（昭和４９年広島市

条例第７０号）第１１条第１項の規定に基づき，広島市西区民文

化センター及び広島市立西区図書館の合築施設の呼称を定めたの

で，広島市区民文化センター条例第１７条第２項及び広島市立中

央図書館条例第１１条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實�

広島市教育委員会教育長　　糸　山　　　隆

１　広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の合築施

設の呼称

　「コジマホールディングス西区民文化センター・西区図書

館」

２　呼称を定める期間

令和２年７月１日から令和７年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７３号

令和２年５月２８日

　広島市バスターミナル条例（平成６年広島市条例第４０号）第

１０条の規定に基づき，広島市中筋バスターミナル及び広島市大

町バスターミナルの呼称を定めたので，同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 広島市中筋バスターミ
ナル

広島市大町バスターミ
ナル

呼称 大和興産中筋バスター
ミナル

大和興産大町バスター
ミナル

呼称を定める
期間 令和２年７月１日から令和７年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７４号

令和２年５月２８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

安佐北区 大林町，可部東四丁目及び
安佐町の各一部

安芸区 中野三丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６８号

令和２年５月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和２年５月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置�
及び名称区名 町名

安佐南区 八木三丁目，安東二丁目及
び祇園八丁目の各一部 位置：�広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：�広島市西部水資

源再生センター
安佐北区 大林町，可部東四丁目及び

安佐町の各一部
佐伯区 三筋二丁目の一部
東区 中山東三丁目の一部 位置：�広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：�太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

安芸区 中野三丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６９号

令和２年５月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第３３条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和２年５月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字三田の一部 下三田農業集落排水処理
施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７０号

令和２年５月２５日

　令和２年第３回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。
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次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７８号

令和２年５月２９日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フレスタ矢野東店

⑵　所在地　広島市安芸区矢野東四丁目３６３３番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）

名　称　コープ矢野東

所在地　広島市安芸区矢野東四丁目３６３３番ほか

（変更後）

名　称　フレスタ矢野東店

所在地　広島市安芸区矢野東四丁目３６３３番ほか

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の名前

（変更前）

生活協同組合ひろしま

代表理事　惠木　尚

広島市西区草津港二丁目８番４２号

（変更後）

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

４　変更年月日

令和２年５月２０日

５　届出年月日

令和２年５月２２日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年５月２９日から令和２年９月２９日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び令和２年８月６日を除

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

シトラス訪問
看護ステーシ
ョン

広島市中区千田
町一丁目４－６
アーバンハイツ
千田１Ｆ

令和２年２月
１日

令和８年１月
３１日

もみじ薬局
広島市南区松原
町１－２　ｅｋ
ｉｅ２階

令和２年３月
２３日

令和８年３月
２２日

リハビリテー
ション礼和ク
リニック広島

広島市西区上天
満町７－１３株
式会社井口家具
百貨店西館４階

令和２年５月
１日

令和８年４月
３０日

コモンリハビ
リ訪問看護ス
テーション

広島市西区庚午
中四丁目１５－
３５

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

訪問看護ステ
ーション　フ
ァイネス

広島市佐伯区楽
々園三丁目２－
１８

令和２年５月
１日

令和８年４月
３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７５号

令和２年５月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７６号

令和２年５月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７７号

令和２年５月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので，同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８５号

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８６号

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，４月２７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８７号

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８８号

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，５月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　　令和２年９月２９日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８１号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８２号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，４月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８３号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８４号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９４号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９５号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９６号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ０ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，５月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９７号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９８号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８９号

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９０号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９１号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，５月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９２号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９３号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。
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令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３９号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４０号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４２号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年５月２９日から同年６月１２日ま

で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧 東４区２

１号里道
東区牛田新町三丁目７番２１地先か
ら４６番地先まで

新 東４区２
１号里道

東区牛田新町三丁目７番２１地先か
ら９番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４３号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和２年５月２９日から同年６月１２日ま

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３５号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月１１日から同年５月２５日まで

広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東２区
７５号
線

東区戸坂大
上二丁目２
２８０番地
１地先から
東区戸坂大
上二丁目２
２８０番地
３地先まで

旧

メートル
3.46
～
4.00

メートル

13.80

新

メートル
3.69
～
4.00

メートル

13.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３６号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月１１日から同年５月２５日まで

広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東２区
７５号
線

東区戸坂大上二丁目２２８
０番地１地先から東区戸坂
大上二丁目２２８０番地３
地先まで

令和２年５月１
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３７号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３８号
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広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６８号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６９号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ３ 日

　広島駅南口第一自転車等駐車場長期間駐車されていた下記の自

転車等については，令和２年５月１２日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７０号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７１号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７２号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７３号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 東４区１７２号里
道

牛田新町三丁目１７番から４６番
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６３号

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６４号

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６５号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６６号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６７号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島駅南口第三Ａ自転車等駐車場，広島駅南口第三Ｂ自転車等

駐車場及び広島駅南口第五自転車等駐車場に，長期間駐車されて

いた下記の自転車等については，令和２年５月１１日に広島市西

部自転車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。
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道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市道 西４区
２号線

西区古江東
町３６５番
地２地先か
ら西区古江
東町３６５
番地１地先
まで

旧

メートル
5.8
～
7.4

メートル

28.2

新

メートル
6.3
～
7.4

メートル

28.2

市道
西４区
４７号
線

西区古江東
町３６５番
地１地先か
ら西区古江
東町３６５
番地２地先
まで

旧

メートル
6.0
～
9.6

メートル

41.4

新

メートル
6.2
～
9.6

メートル

41.4

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５０号

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月７日から同年５月２１日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道 西４区
２号線

西区古江東町３６５番地２
地先から西区古江東町３６
５番地１地先まで

令和２年５月７
日

市道
西４区
４７号
線

西区古江東町３６５番地１
地先から西区古江東町３６
５番地２地先まで

令和２年５月７
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６３号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更番号　　　第４号

２　変更年月日　　令和２年５月１日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区川内五丁目の７３４番１の一

部及び７３５番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　２８．３５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６４号

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７４号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ７ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成６年１２月１６日付けで認可した仁保柞木町内会に

ついて，下記のとおり告示した事項に変更があったので，同条第

１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

変更前 変更後
広島市南区仁保四丁目１０番
１０号

広島市南区仁保三丁目２番８
号
柞木会館内

２　規約に定める目的

変更前 変更後
この会は，地域住民の親睦を
図り，自主的な共同生活に
よって住民相互の連絡，環境
の整備，集会施設の維持管理
等を行い，住みよい地域づく
りを推進することを目的とす
る。

この会は，町民の親睦，相互
扶助，福祉増進及び安全安心
を図るとともに，明朗な地域
社会づくりを推進することを
目的とする。

３　変更のあった年月日

　　令和２年５月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７５号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４９号

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月７日から同年５月２１日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實
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里道

旧
安佐南３
区１２５
号里道

安佐南区山本七丁目３５７番１地先
から
安佐南区山本七丁目３４９番４地先
まで

新

安佐南区山本七丁目３５３番４地先
から
安佐南区山本七丁目３４９番４地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６８号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，令和２年５月２０日から同年６月３日まで，

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐南３区１２１
号里道 安佐南区祇園七丁目３５４番地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６９号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日

　次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

　その関係図面は，令和２年５月２８日から令和２年６月１１日

まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在

里道 八木用水管理道 安佐南区緑井八丁目８１５番１地
先から同所８１８番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（安佐南区）告示第７０号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年５月

２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，４月２３日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成６年６月１日付けで不動産又は不動産に関

する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会（旧

代表者　佐々木　雄三）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

氏　名　　中川　勝典

住　所　　広島市安佐南区安東一丁目２５番３号

２　事務所

広島市安佐南区安東一丁目２５番３号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６５号

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１９年３月１３日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺

町内会（旧代表者　山村　年見）について，次のとおり告示事項

を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

氏　名　　清水　崇

住　所　　広島市安佐南区長楽寺一丁目８５番７号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（安佐南区）告示第６６号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年５月

１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６７号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年５月２０日から同年６月３日まで，

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）
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定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４７号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月１２日から同年５月２６日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３７
号線

広島市安芸
区畑賀町字
多良行２８
８９番地４
地先から
広島市安芸
区畑賀町字
多良行２８
８９番地４
地先まで

旧

メートル
4.30
～
4.50

メートル

13.20

新

メートル
4.30
～
5.30

メートル

13.20

市　道
安芸１
区３７
号線

広島市安芸
区畑賀町字
宮西２９６
４番地地先
から
広島市安芸
区畑賀町字
宮西２９６
４番地地先
まで

旧

メートル
4.20
～
4.70

メートル

13.20

新

メートル
4.20
～
5.50

メートル

13.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４８号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月１２日から同年５月２６日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３７
号線

広島市安芸
区畑賀町字
多良行２８
８９番地４
地先から
広島市安芸
区畑賀町字
多良行２８

旧

メートル
4.30
～
4.50

メートル

13.20

新
メートル
4.30

メートル

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７７号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第２号

２．指定年月日　　令和２年５月２０日

３．道路の位置　　広島市安佐北区深川七丁目８８番４の一部

４．幅員及び延長　幅員　　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　　２５．５０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７８号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，令和２年５月２８日から令和２年６月１２日

まで，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐北４区１３６
１号里道

安佐北区安佐町大字飯室２５１５
番地先から同所２５１５番地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７９号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，５月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８０号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，５月２６日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規
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広島市告示（安芸区）第５２号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

等については，令和２年５月８日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５３号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により下記自転車につ

いては，令和２年５月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。なお，今後相当の間保管した後，申し出の

ない自転車等については，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５４号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月２５日から同年６月８日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３号
線

広島市安芸
区畑賀一丁
目７５番地
５地先から
広島市安芸
区畑賀一丁
目７５番地
８地先まで

旧

メートル
1.90
～
3.30

メートル

13.00

新

メートル
2.80
～
4.00

メートル

13.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５５号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月２５日から同年６月８日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

８９番地４
地先まで

～
5.30

13.20

市　道
安芸１
区３７
号線

広島市安芸
区畑賀町字
宮西２９６
４番地地先
から
広島市安芸
区畑賀町字
宮西２９６
４番地地先
まで

旧

メートル
4.20
～
4.70

メートル

13.20

新

メートル
4.20
～
5.50

メートル

13.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４９号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により下記自転車につ

いては，令和２年４月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。なお，今後相当の間保管した後，申し出の

ない自転車等については，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５０号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和２年５月１８日から同年６月１日まで，

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安芸４区６１９号
里道

広島市安芸区矢野東七丁目９６６
番地先から
広島市安芸区矢野東七丁目９６８
番３地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５１号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より下記自転車については，令和２年５月８日に広島市西部自転

車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―３４―

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５４号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５５号

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図面は，令和２年５月２１日まで広島市佐伯区役所農

林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

公園名称 所在地 供用開始の
期日 区域

海老園第五公園

広島市佐伯区海老園二
丁目９７９番１４

令和２年５
月７日

別紙の
とおり

広島市佐伯区海老園二
丁目９８５番
広島市佐伯区海老園二
丁目９９１番の一部

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５６号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５７号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３号
線

広島市安芸
区畑賀一丁
目７５番地
５地先から
広島市安芸
区畑賀一丁
目７５番地
８地先まで

旧

メートル
1.90
～
3.30

メートル

13.00

新

メートル
2.80
～
4.00

メートル

13.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５６号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ７ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１０年３月１２日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した矢野南五丁目町

内会（代表者　岩井　和博）について，下記のとおり告示事項の

変更がありましたので，同条第１０項の規定に基づき，これを告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区矢野南五丁目２２番２１号

２　代表者の氏名及び住所

濱崎　陽子

広島市安芸区矢野南五丁目２２番２１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５７号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により下記自転車につ

いては，令和２年５月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５３号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年４月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。



広　　島　　市　　報令和２年６月３０日 第１０８１号　―３５―

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月１４日から同年５月２７日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

県　道 原田五
日市線

佐伯区八幡三丁目１９２番
地１地先から
佐伯区八幡三丁目１９２番
地１地先まで

令和２年５月１
４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６２号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６３号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年５月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６４号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月２５日から同年６月８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

佐伯区五日
市町大字石
内字笹ケ原
１０４９４ 旧

メートル

6.00

メートル

22.87

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５８号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和２年５月１２日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区三宅四丁目の５９８番１の一

部，５９８番２の一部，５９８番３の一部及

び６０３番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　　３０．６５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５９号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６０号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月１４日から同年５月２７日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

県　道 原田五
日市線

佐伯区八幡
三丁目１９
２番地１地
先から
佐伯区八幡
三丁目１９
２番地１地
先まで

旧

メートル

7.40

メートル

16.95

新

メートル

10.90

メートル

16.95

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６１号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日



広　　島　　市　　報 令和２年６月３０日第１０８１号　―３６―

広島市東区告示第５号

令和２年５月２０日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市東区長　　篠　原　富　子

（平成３１年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の�
年月日

閲覧に係る住
民の範囲

１

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

６月全国個
人視聴率調
査

平成３１
年４月１
８日

戸坂千足一丁
目

２

㈱インテージリ
サーチ
代表取締役社長�
　井上　孝志

２０１９年
度旅行・観
光消費動向
調査

令和１年
５月２１
日

中山新町一丁
目・中山新町
二丁目

３

一般社団法人　
新情報センター
会長　美添　泰
人

家計消費状
況調査

令和１年
５月２８
日

牛田早稲田三
丁目

４

株式会社　毎日
新聞社
代表取締役社長�
　丸山　昌宏

第７３回読
者世論調査

令和１年
５月３１
日

矢賀二丁目

５

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

第１２回メ
ディアに関
する全国世
論調査

令和１年
６月２５
日

馬木二丁目

６

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

男女共同参
画社会に関
する世論調
査

令和１年
８月７日 牛田東二丁目

７

一般社団法人　
新情報センター
会長　美添　泰
人

第１３回飲
酒・喫煙・
くすりの使
用について
のアンケー
ト調査

令和１年
８月７日

戸坂惣田一丁
目・戸坂惣田
二丁目

８

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

外交に関す
る世論調査

令和１年
９月１９
日

曙四丁目

９

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

１１月全国
個人視聴率
調査

令和１年
９月２５
日

戸坂大上二丁
目・戸坂大上
三丁目

１０

一般社団法人　
新情報センター
会長　美添　泰
人

ネット・ゲ
ーム使用と
生活習慣に
関する実態
調査

令和１年
１０月１
０日

牛田東三丁目

１１

一般社団法人　
新情報センター
会長　美添　泰
人

家計消費状
況調査

令和１年
１１月７
日

牛田旭二丁
目・中山上一
丁目・中山中
町

１２

㈱インテージリ
サーチ
代表取締役社長

令和２年度
家庭部門の
ＣＯ２排出

令和１年
１１月７ 福田五丁目

県　道 広島湯
来線

番地７地先
から
佐伯区五日
市町大字石
内字笹ケ原
１０４９４
番地３地先
まで

新

メートル

6.41

メートル

22.87

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６５号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年５月２５日から同年６月８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

県　道 広島湯
来線

佐伯区五日市町大字石内字
笹ケ原１０４９４番地７地
先から
佐伯区五日市町大字石内字
笹ケ原１０４９４番地３地
先まで

令和２年５月２
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６６号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６７号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和２年５月２８日

３　道路の位置　　広島市佐伯区皆賀一丁目５２番１

４　幅員及び延長　幅員　　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　　３１．６８メートル

区 告 示
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広島市南区告示第１号

令和２年５月２９日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市南区長　　漆　原　正　浩

（平成３１年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の�
年月日

閲覧に係る住民の�
範囲

株式会社　日本
リサーチセンタ
ー
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

「６月の全
国個人視聴
率調査」の
実施

平成３１
年４月２
６日

宇品神田二丁目
７歳以上（平成２４
年１２月３１日生ま
れまで）の男女
１２件

株式会社　日本
リサーチセンタ
ー
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

「家計の金
融行動に関
する世論調
査」の実施

令和元年
５月１６
日

宇品西三・四丁目
２０歳以上（平成１
１年５月３１日生ま
れまで）の男女
２２件

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

「２０１９
年６月東京
オリンピッ
ク・パラリ
ンピックに
関 す る 調
査」の実施

令和元年
５月２１
日

皆実町二・三丁目
２０歳以上（平成１
１年１２月末日生ま
れまで）の日本人の
男女
１２件

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

「テレビ視
聴に関する
調査」の実
施

令和元年
５月２２
日

丹那新町
１６歳以上（平成１
５年６月末日生まれ
まで）の日本人の男
女
１４件

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

「国民生活
に関する世
論調査」の
実施

令和元年
５月２８
日

段原南一丁目～
満１８歳以上（平成
１３年５月末日まで
に生まれた）日本人
の男女
３１件

一般社団法人新
情報センター
会長　美添　泰
人

「第２回男
女のあり方
と社会意識
に関する調
査」の実施

令和元年
５月３０
日

仁保新町二丁目１～
満２０歳以上７９
歳（昭和１４年６月
１日から平成１１年
５月３１日生まれま
で）の男女
２０件

一般社団法人新
情報センター
会長　美添　泰
人

「家計消費
状況調査」
の実施

令和元年
６月１２
日

宇品西一丁目・比治
山本町
満１６歳以上（２０
０３年４月１日以前
に出生）の男女各５
０件（計１００件）

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

「医療のか
かり方・女
性の健康に
関する世論
調査」の実
施

令和元年
６月２０
日

向洋本町・向洋中町
満１８歳以上（平成
１３年６月３０日以
前に出生）の日本人
の男女
１５件

一般社団法人　
中央調査社

「２０１９
年　新聞お
よびＷｅｂ 令和元年

西本浦町
満１５歳以上（平成
１６年８月３１日以

井上　孝志 実態統計調
査

日

１３

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

生活意識に
関するアン
ケート調査
（ 第 ８ １
回）

令和１年
１１月２
６日

戸坂くるめ木
一丁目・戸坂
くるめ木二丁
目

１４

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

社会意識に
関する世論
調査

令和１年
１１月２
７日

光町二丁目

１５

㈱山手情報処理
センター
代表取締役　田
中　秀夫

日本人の情
報行動調査

令和１年
１２月９
日

戸坂くるめ木
二丁目

１６

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

２０２０年
３月東京オ
リンピック
・パラリン
ピックに関
する調査

令和１年
１２月１
９日

中山鏡が丘

１７

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

健康情報に
ついての全
国調査

令和２年
２月５日

戸坂山根一丁
目

１８

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

家計の金融
行動に関す
る世論調査

令和２年
３月２５
日

尾長東一丁目
・尾長東二丁
目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第６号

令和２年５月２０日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市東区長　　篠　原　富　子

（平成３１年度の状況）

国又は地方�
公共団体の�
機関の名称

請求事由の�
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る�

住民の範囲

自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等の募
集に伴う広報 令和１年１２月

２日～４日

東区全域（温
品出張所管内
以外）

自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等の募
集に伴う広報

令和１年１１月
１９日～２１日

温品出張所管
内

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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会長　美添　泰
人

状況調査」
実施

２月４日 満１６歳以上（２０
０３年４月１日生ま
れまで）の男女
１００件

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年３

月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合に

あっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区告示第２号

令和２年５月２９日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市南区長　　漆　原　正　浩

（平成３１年度の状況）

国又は地方�
公共団体の�
機関の名称

請求事由の�
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る�

住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等の募
集に伴う広報
（根拠法令：
自衛隊法第２
９条第１項，
同第３５条）

令和元年１１月
２０日～２１日

南区全域
平成１４年４
月２日から平
成１５年４月
１日までの間
に生まれた男
女（日本人住
民に限る）
４８１件

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

広島市中区選挙管理委員会告示第２号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会�

委員長　　中　村　信　介

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第３号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ９ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

会長　大室　真
生

利用に関す
る 総 合 調
査」の実施

７月２日 前に出生）の日本人
男女
２５件

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

「職業と社
会（社会的
不平等）に
関する国際
比較調査」
実施

令和元年
８月２１
日

東雲一丁目
満１８歳以上（平成
１３年１２月３１日
生まれまで）の男女
１２件

株式会社　日本
リサーチセンタ
ー
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

「生活意識
に関するア
ンケート調
査」の実施

令和元年
８月３０
日

段原２丁目
満２０歳以上（平成
１１年１０月３１日
生まれまで）の日本
人男女
１５件

株式会社インテ
ージリサーチ
代表取締役社長�
　井上　孝志

「健康に関
するアンケ
ート」の実
施

令和元年
９月２５
日

宇品御幸一丁目
満１６歳以上（平成
１５年１２月３１日
生まれまで）の日本
人男女
１３０件

株式会社　日本
リサーチセンタ
ー
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

「職業と生
活に関する
調査」の実
施

令和元年
１０月８
日

宇品東３丁目・６～
７丁目
２５歳以上６４歳以
下（昭和３０年１月
１日から平成６年１
２月３１日生まれま
で）の男女
３０件

一般社団法人新
情報センター
会長　美添　泰
人

「消費者意
識 基 本 調
査」の実施

令和元年
１０月１
０日

西蟹屋３丁目
満１５歳以上（平成
１６年１０月３１日
生まれまで）の男女
２５件

一般社団法人　
新情報センター
会長　美添　泰
人

「家計消費
状況調査」
の実施

令和元年
１０月３
１日

的場町２丁目　金屋
町　出島１～２丁目�
　元宇品町
満１６歳以上（２０
０３年４月１日生ま
れまで）の日本人の
男女
１００件

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

「２０２０
年東京オリ
ンピック・
パ ラ リ ン
ピックに関
する世論調
査」の実施

令和元年
１１月７
日

東雲二丁目
満１８歳以上（平成
１３年１１月末日生
まれまで）の日本人
男女
１４件

一般社団法人　
中央調査社
会長　大室　真
生

「テレビ視
聴に関する
調査」実施

令和元年
１１月２
７日

宇品御幸４丁目
満１６歳以上（平成
１５年１２月末日生
まれまで）の日本人
男女
１４件

株式会社　日本
リサーチセンタ
ー
代表取締役社長�
　鈴木　稲博

「青少年の
イ ン タ ー
ネット利用
環境実態調
査」実施

令和元年
１２月４
日

翠３～５丁目
０歳以上１７歳以
下の男女（平成１４
年１月２日～令和２
年１月１日生まれま
で）
２０件

一般社団法人新
情報センター 「家計消費 令和２年

段原２～３丁目，西
荒神町，西蟹屋１～
２丁目

区 選 管 告 示
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（議案）

⑺　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

⑻　教職員の人事について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１４号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　令和２年６月２日（火）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　市立学校におけるＩＣＴの活用について（報告）

⑵　広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の命名

権取得者及び呼称の決定について（報告）

⑶　令和３年度広島市立高等学校及び広島市立広島中等教育学

校入学者選抜の基本方針について（議案）

⑷　令和３年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考の

基本方針について（議案）

【非公開予定議題】

⑸　広島市いじめ防止対策推進審議会委員の任命について（議

案）

広島市中区選挙管理委員会�

委員長　　中　村　信　介

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第２号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会�

委員長　　荒　井　秀　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第３号

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会�

委員長　　荒　井　秀　則

別紙　略

広島市教育委員会告示第１２号

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　令和２年５月２９日（金）　午前９時

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　市立学校の臨時休業等に関する対応について（報告）

⑵　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

⑶　令和３年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択

の基本方針について（議案）

⑷　令和３年度使用広島市立高等学校・中等教育学校（後期課

程）・特別支援学校（高等部）及び広島みらい創生高等学校

用教科用図書採択の基本方針について（議案）

⑸　広島市教科用図書採択審議会への諮問について（議案）

【非公開予定議題】

⑹　広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について

教育委員会告示




